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１ 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

当社は、平成25年４月１日（月）開催の取締役会において、米国ＮＡＳＤＡＱ（以下「ＮＡＳＤＡＱ」と

いう。）における当社普通株式を原株とする預託証券（以下「本件ＡＤＲ」という。）の上場に関連して、

本件ＡＤＲを米国その他の海外市場において募集（以下「本件ＡＤＲ募集」という。）することを決議し、

同日付で金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第１号の

規定に基づき臨時報告書を提出しております。また、同月４日（木）、同月９日（火）、同月17日（水）、同

月25日（木）、同年５月９日（木）及び同月13日（月）には、当該臨時報告書について、金融商品取引法第

24条の５第５項が準用する同法第７条第１項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書をそれぞれ提出し

ております。

　当社は、平成25年５月16日（木）、本件ＡＤＲのＮＡＳＤＡＱ上場が決定したことに伴い、本件ＡＤＲ募集

の募集条件等を決定しましたので、これらに関連する事項を訂正するため、金融商品取引法第24条の５第５

項が準用する同法第７条第１項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出いたします。

 

　なお、当社は、平成25年４月25日（木）開催の取締役会において、本件ＡＤＲ募集において、オーバーア

ロットメントの対象となる部分を除いた本件ＡＤＲが表章する当社普通株式（以下「本件原株式」とい

う。）及びオーバーアロットメントの対象となる部分に係る本件ＡＤＲが表章する当社普通株式（以下

「本件オーバーアロットメント対象株式」という。）を、本邦外の者であるＭａｘｉｍ　Ｇｒｏｕｐ　ＬＬＣ

及びＴｈｅ　Ｂｅｎｃｈｍａｒｋ　Ｃｏｍｐａｎｙ，ＬＬＣ　（以下、２社をまとめて「主幹事引受証券会

社」という。）に対して第三者割当の方法で発行及び募集すること（以下、本件原株式分に係る発行及び募

集について「本件原株式募集」といい、本件オーバーアロットメント対象株式分に係る発行及び募集を

「本件オーバーアロットメント対象株式募集」という。）を決議したことに伴い、同日付で臨時報告書をそ

れぞれ提出しております。当社は、平成25年５月16日（木）、本件原株式募集及び本件オーバーアロットメ

ント対象株式募集の募集条件等を決定及び一部変更したため、本日付で当該臨時報告書の訂正報告書をそ

れぞれ提出する予定です。

　

（注）本書においては、別段の記載がある場合を除き、米ドルは米国で用いられている通貨を指します。ま

た、米ドル金額と日本円との換算は、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行により参考値として公表された平成25年

５月15日現在の電信売り相場（ＴＴＳ）換算率１米ドル＝103.14円によってなされています。本件ＡＤＲ

発行価格は、当該換算率を用いて計算されました。もっとも、本書における米ドル金額と日本円との換算は、

この換算率にて便宜上なされているものであり、将来の換算率を表すものではありません。

　
２ 【訂正内容】

訂正箇所は下線で示しております。

　
（２） 発行数

　（訂正前）

（注１）１本件ＡＤＲは、当社普通株式５株を表章します（当社普通株式１株に対し、５本件ＡＤＲとしま

す）。

 

（注２）本件原株式対象部分に係る本件ＡＤＲ及び本件オーバーアロットメント対象部分に係る本件ＡＤ

Ｒがいずれも上限まで発行された場合、両本件ＡＤＲの比率は100対15となります。したがって、この場合、

本件原株式部分に係る本件ＡＤＲの発行数は2,500,000を上限とし、本件オーバーアロットメント対象株式
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部分に係る本件ＡＤＲの発行数は375,000を上限とします。

 

（注３）当社は、本件ＡＤＲ募集においては、本件原株式が原株となる本件ＡＤＲの募集において本件ＡＤ

Ｒの募集価格総額18,000,000米ドル、本件オーバーアロットメント対象株式を原株とする本件ＡＤＲの

オーバーアロットメント（以下「本件オーバーアロットメント」という。）による本件ＡＤＲの募集にお

いて本件ＡＤＲの募集価格総額2,700,000米ドルまでの資金調達を予定しています（合計20,700,000米ド

ル）。ただし、本件ＡＤＲに対する需要状況等の事情により、減額されることがあります。

 

（注４）本件ＡＤＲ募集については、具体的な本件ＡＤＲの募集数をあらかじめ定めるのではなく、上記注

３記載の調達金額（米ドル）を実際に調達できるように本件ＡＤＲ、本件原株式及び本件オーバーアロッ

トメント対象株式の具体的な募集数が後日決定されます。具体的には、発行価格決定日（以下発行価格が決

定される日を「発行価格決定日」といいます。）に決定される本件ＡＤＲの募集価格に基づき、本件ＡＤ

Ｒ、本件原株式及び本件オーバーアロットメント対象株式の募集数が決定されることとなります。

 

（注５）実際の本件ＡＤＲの募集数の目安について

　①　本件ＡＤＲの募集価格算出の基礎となる当社普通株式の株価を、平成25年４月24日現在の株式会社東

京証券取引所マザーズ市場における当社普通株式の終値4,775円

　②　日本円金額の米ドルへの換算を、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行により参考値として公表された平成25

年４月24日現在の対顧客電信直物売買相場から算出した仲値１米ドル＝99.63円

　③　本件ＡＤＲの募集価格におけるディスカウント率を10％

とそれぞれ仮定した場合、１本件ＡＤＲが当社普通株式0.2株を表章することから、本件ＡＤＲの募集価格

は、

　4,775円 ÷ 99.63 ×（１－0.10）× 0.2 ＝ 8.63米ドル（小数点第三位を四捨五入）

と算定されます。

　本件ＡＤＲの募集価格を8.63米ドルと仮定した場合、本件オーバーアロットメント対象外の本件ＡＤＲ募

集数は

　18,000,000米ドル ÷ 7.84米ドル ＝ 2,085,747 ＡＤＲ（小数点以下切り捨て）

と算出されます（目安）。

　本件オーバーアロットメント対象の本件ＡＤＲ募集数が本件オーバーアロットメント対象外の本件ＡＤ

Ｒ募集数に0.15を乗じた数をその上限とするため、本件オーバーアロットメント対象の本件ＡＤＲ募集数

は最大、

　2,085,747 ＡＤＲ × 0.15 ＝ 312,862 ＡＤＲ（小数点以下切り捨て）

と算出されます（目安）。ただし、実際の本件ＡＤＲ募集数は、これらの数値と異なる可能性があります。

 

　（訂正後）

　1,265,000ＡＤＲを上限とする。

　　　　うち、本件原株式を表章する本件ＡＤＲの発行数

　1,100,000ＡＤＲ（確定値）

　　　　うち、本件オーバーアロットメント対象株式を表章する本件ＡＤＲの発行数

　165,000ＡＤＲ（上限値）

 

（注）１本件ＡＤＲは、当社普通株式０．２株を表章します（当社普通株式１株に対し、５本件ＡＤＲとし
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ます）。

 

（３） 発行価格

　（訂正前）

本件ＡＤＲの発行価格は、米国市場において、日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第

25条に規定される方式と同様のブックビルディング方式によるものとし、発行価格決定日の前日の株式会

社東京証券取引所マザーズ市場における当社普通株式の普通取引の終値（発行価格決定日の前日に終値の

ない場合は、その日に先立つ直近日の終値）に0.90～1.00を乗じた価格（１円未満端数切捨て）に５分の

１を乗じた金額を米ドルに換算した価格を仮条件として、需要状況及びその他の市場動向等を勘案したう

えで、発行価格決定日に米ドル建てで決定されます。

 

　（訂正後）

8.38米ドル（864円）

 

（４） 発行価額

　（訂正前）

本件ＡＤＲの発行価額は、上記（３）本件ＡＤＲの発行価格から主幹事引受証券会社へのスプレッド分

（引受手数料）を控除した額であり、本件ＡＤＲの発行価格と併せて米ドル建てにて決定されます。

 

　（訂正後）

7.7934米ドル（804円）

 

（６）発行価額の総額

　（訂正前）

　　　未定

 

　（訂正後）

　　　9,858,651米ドル（1,016,821,264円）

 

（注）上記発行価額の総額は、本件オーバーアロットメント対象株式を表章する本件ＡＤＲが上限値であ

る165,000ＡＤＲまで発行された場合の上限値である。
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（13） 手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期

　（訂正前）

　　①　調達する資金の額

 

払込金額の総額 発行諸費用の概算額 差引手取概算額

20,700,000米ドル
（約2,062,231,000円）

3,715,844米ドル
（約370,209,537円）

16,984,156米ドル
（約1,692,131,462円）

　

（注１）発行諸費用には、主幹事引受証券会社への支払費用が含まれます。

（注２）当社は、発行諸費用の概算額のうち、約2,500,000米ドルについては既に支払っています。

 

　　②　調達する資金の使途及び支出予定時期

 

平成26年３月期に予定しているテクノロジーセンター設置、次世代Lit i View開発その他のテクノロジー

投資、及びデータセンター拡充その他の投資目的に使う予定です。

 

　（訂正後）

　　①　調達する資金の額

払込金額の総額 発行諸費用の概算額 差引手取概算額

9,858,651米ドル
（1,016,821,264円）

3,863,831米ドル
（約398,515,529円）

5,994,820米ドル
（約618,305,735円）

　

（注１）発行諸費用には、主幹事引受証券会社への支払費用が含まれます。

（注２）当社は、発行諸費用の概算額のうち、約3,000,000米ドルについては既に支払っています。

 

　　②　調達する資金の使途及び支出予定時期

 

平成26年３月期に予定しているテクノロジーセンター設置、次世代Lit i View開発その他のテクノロジー

投資、及びデータセンター拡充その他の投資目的に使う予定です。

 

（14） 新規発行年月日

　（訂正前）

　　　①　本件原株式部分に係る本件ＡＤＲの新規発行年月日（本件原株式の払込期日）

平成25年５月10日から同年７月９日までのいずれかの日。ただし、後日取締役会において決定します。

　　　②　本件オーバーアロットメント対象株式部分に係る本件ＡＤＲの新規発行年月日

　（本件オーバーアロットメント対象株式の払込期間）

　　平成25年５月16日から同年７月９日

 

　（訂正後）

　　　①　本件原株式部分に係る本件ＡＤＲの新規発行年月日（本件原株式の払込期日）

　　　 　　平成25年５月21日

　　　②　本件オーバーアロットメント対象株式部分に係る本件ＡＤＲの新規発行年月日

　（本件オーバーアロットメント対象株式の払込期間）
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　　       平成25年６月５日から同年７月９日
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